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当会は、国民の権利を擁護する観点から、司法書士でない者が司法書士の業務を行う

ことを禁止した司法書士法第７３条に違反する行為により、県民の皆様に被害が及ぶこ

とがないよう、調査及び同条違反行為の防止活動を行っております。  

 
令和５年２月２１日（火）午前１１時から開催の衆議院予算委員会第三分科会におい

て、インターネットを利用した登記申請書等の自動生成サービスについて質疑が行われ

ました。同質疑においては、一部民間事業者による違法行為が疑われる事例が散見され

るとの指摘がなされ、政府参考人である法務省民事局長から「民間事業者が依頼者に代

わって登記書類を作成したと評価されるような場合」、「収集した戸籍記載から民間事業

者の判断で相続人を特定し依頼者に代わって登記書類を作成したと評価されるような

場合」、「個別具体的な事案を前提に登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答した

り、助言したりして、登記申請書類の作成にあたって依頼者からの相談に応じたと評価

されるような場合」には、司法書士法に抵触するおそれがあるとの答弁がなされました。  

 
民間事業者や無資格者が、登記申請書類の作成や書類作成の相談に応じることは、司

法書士法に抵触する違法な行為であり、司法書士法第７８条により、１年以下の懲役又

は１００万円以下の罰金に処せられる行為です。  

 
当会は、このような民間事業者の活動について、監視を継続し、また、民間事業者や

無資格者による登記申請書類の作成や書類作成の相談が疑われる事案については、所要

の調査を実施して、厳正に対処して参ります。  

 
司法書士は、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命

としており、また、国民の重要な財産を公示する不動産登記制度において、真正な権利

関係を公示するため重要な役割を担っています。司法書士は、民間事業者などとは異な

り、相続登記手続を行う際には、単に戸籍を収集して、登記手続を行うだけではなく、

登記等の法律事務の専門家として、個々の具体的な事案に即した説明や助言を行い、依

頼者の権利を擁護するために法律事務を行っています。  

 
県民の皆様におかれましては、違法なサービスを利用することで予期せぬトラブルに

巻き込まれることのないよう十分お気をつけください。 

 
また、自治体の担当者様におかれましては、民間事業者と連携等される際には、当該

業者の提供するサービスが違法なものでないか慎重にご判断いただき、安易な連携等に

より県民に違法なサービスを利用させることがないようご配意ください。 


